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○ 無 線 局 運 用 規 則 の 規 定 に よ り 、 無 線 局 が 同 規 則 の 規 定 に よ る こ と が 困 難 で あ る か 不 合 理 で あ る 場 合 の 当 該 無 線 局 の 通 信 方 法 の 特 例 を 定 め る

等 の 件 （ 昭 和 三 十 七 年 郵 政 省 告 示 第 三 百 六 十 一 号 ） の 一 部 を 改 正 す る 告 示 新 旧 対 照 表 （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現   行 

  

無 線 局 運 用 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 七 号 ） 第 十

八 条 の 二 の 規 定 に よ り 、 無 線 局 が 同 規 則 の 規 定 に よ る こ と が 困 難 で あ

る か 不 合 理 で あ る 場 合 の 当 該 無 線 局 の 通 信 方 法 の 特 例 を 次 の よ う に 定

め る 。 

昭 和 三 十 四 年 十 一 月 郵 政 省 告 示 第 八 百 五 十 九 号 （ 無 線 局 運 用 規 則 第

十 八 条 及 び 第 三 十 九 条 の 二 の 規 定 に よ る 固 定 業 務 、 陸 上 移 動 業 務 又 は

携 帯 移 動 業 務 の 無 線 局 の 通 信 方 法 の 特 例 ） は 、 廃 止 す る 。 

（ 同 上 ） 

一 ・ 二 （ 略 ） 

三 選 択 呼 出 装 置 を 使 用 し 、 又 は 選 択 呼 出 装 置 以 外 の 装 置 で あ つ て 特

定 の 信 号 を 送 信 し て 呼 出 し 若 し く は 応 答 を 行 う 装 置 を 使 用 す る 無 線

局( 当 該 装 置 に 対 応 す る 受 信 装 置 を 使 用 す る 無 線 局 を 含 む 。) に あ つ

て は 、 無 線 局 運 用 規 則 第 二 十 条 、 第 二 十 三 条 第 二 項 及 び 第 三 項 、 第

百 二 十 七 条 第 一 項 並 び に 第 百 二 十 七 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら

ず 、 次 に 掲 げ る 方 法 の 一 に よ り 呼 出 し 又 は 応 答 を 行 う こ と が で き る 。

た だ し 、 二 七 、 五 二 四 kH
z

の 周 波 数 の 電 波 に よ り 呼 出 し 又 は 応 答 を

行 う 場 合 を 除 く 。 

１ ・ ２ （ 略 ） 

四 （ 略 ） 

 

 

 

一 ・ 二 （ 略 ） 

三 選 択 呼 出 装 置 を 使 用 し 、 又 は 選 択 呼 出 装 置 以 外 の 装 置 で あ つ て 特

定 の 信 号 を 送 信 し て 呼 出 し 若 し く は 応 答 を 行 な う 装 置 を 使 用 す る 無

線 局( 当 該 装 置 に 対 応 す る 受 信 装 置 を 使 用 す る 無 線 局 を 含 む 。) に あ

つ て は 、 無 線 局 運 用 規 則 第 二 十 条 、 第 二 十 三 条 第 二 項 及 び 第 三 項 、

第 百 二 十 七 条 第 一 項 並 び に 第 百 二 十 七 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に か か わ

ら ず 、 次 に 掲 げ る 方 法 の 一 に よ り 呼 出 し 又 は 応 答 を 行 な う こ と が で

き る 。 た だ し 、 二 七 、 五 二 四 kH
z

の 周 波 数 の 電 波 に よ り 呼 出 し 又 は 応

答 を 行 な う 場 合 を 除 く 。 

１ ・ ２ （ 略 ） 
四 （ 略 ） 

五 八 四 六 MH
z

を 超 え 九 〇 三 MH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 地 域 防

災 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 に あ つ て は 、 無 線 局 運 用 規 則 第 二 十 条 第 一

項 、 第 二 十 三 条 第 二 項 及 び 第 三 項 、 第 二 十 九 条 第 二 項 、 第 三 十 条 、
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五 ～ 七  （ 略 ） 

第 三 十 六 条 、 第 三 十 七 条 第 一 項 、 第 三 十 八 条 、 第 三 十 九 条 、 第 百 二

十 七 条 、 第 百 二 十 七 条 の 三 第 一 項 、 第 百 二 十 七 条 の 四 並 び に 第 百 二

十 八 条 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 そ れ ぞ れ 当 該 設 備 に 適 合 し た 方

法 に よ り 呼 出 し 若 し く は 応 答 又 は 通 報 そ の 他 の 事 項 の 送 信 を 行 う こ

と が で き る 。 

六 ～ 八  （ 略 ） 

八 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 四 の 二 に 規 定 す る 海 洋 レ ー ダ ー の 無 線 局 の

無 線 設 備 で あ つ て 、 Ａ 一 Ａ 電 波 を 発 射 す る も の に あ つ て は 、 運 用 規

則 第 二 十 三 条 、 第 二 十 六 条 第 二 項 、 第 三 十 六 条 及 び 第 三 十 七 条 の 規

定 に か か わ ら ず 、 二 十 分 を 超 え な い 間 隔 で 自 局 の 識 別 信 号 を 送 信 す

る も の と す る 。 

 

九 前 各 項 に 定 め る ほ か 、 特 殊 な 通 信 方 法 を 必 要 と す る 無 線 局 に あ つ

て は 、 総 務 大 臣 が 別 に 承 認 し た 方 法 に よ り 、 通 信 を 行 う こ と が で き

る 。 

九 前 各 項 に 定 め る ほ か 、 特 殊 な 通 信 方 法 を 必 要 と す る 無 線 局 に あ つ

て は 、 総 務 大 臣 が 別 に 承 認 し た 方 法 に よ り 、 通 信 を 行 な う こ と が で

き る 。 
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